
令和 5年 (行 コ)第 6号 石垣市平得大俣地域への陸上 自衛 隊配備計画の

賛否 を問 う住民投票 において投票す ることがで きる地位 にあるこ との確

認請求控訴事件

(原 審・那覇地方裁判所 令和 3年 (行 ウ)第 5号  石垣市平得大俣地域

への陸上 自衛 隊配備計画の賛否 を問 う住民投票 において投票す るこ とが

できる地位 にあることの確認請求事件 )

控 訴 人 金城 龍太郎 外 2名

被控訴人 石 垣 市

控 訴 準 備 書 面 1

令 和 5年 10月 27日

福岡高等裁判所那覇支都民事部 御中

控訴人 ら訴訟代理人弁護士   大 井 琢

樹

武

中 村   昌

控訴人 ら訴訟複代理人弁護士  小 林

第 1 控訴答弁書第 2に対する反論

1 1項 第 2段における誤解

被控訴人は、1項第 1段 において原判決の判示が適切妥当である旨述べ、

その根拠を 1項第 2段においてるる述べているところ、1項第 2段に述べ

られた根拠は、明らかに誤解に基づくものである。以下、詳述する。
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まず、被控訴人は、 1項第 2段第 1文 において「控訴人らがよりどころ

とする本件基本条例 27条 1項や 28条 4項は、その名宛人が市長であり、

市長が住民投票をどうすべきか定めた規定である」 とい う。

しか し、第一に、控訴人 らが本件請求の根拠としているのは、本件基本

条例 28条 1項及び同条 4項であって、「本件基本条例 27条 1項」では

ないから、その点につき被控訴人の主張には誤解がある。

第二に、「名宛人が市長であり、市長が住民投票をどうすべきか定めた

規定」という被控訴人の主張の法的な意味内容は必ず しも判然としないも

のの、本件基本条例 28条 1項及び同条 4項は、1項 の要件を満たした場

合には 4項において市長に住民投票の実施を法的に義務付ける規定にほ

かならない (そ の意味では、「市長が住民投票をどうすべきか定めた規定」

とい うのは中らず と雖も遠からずであろうか)。

次に、被控訴人は、 1項第 2段第 2文前半部分において「仮に、控訴人

らのい うように住民投票することができる地位が存在するとしても、それ

は本件基本条例 27条 1項や 28条 4項が市長を名宛人 とすることの反

射的なものに過ぎ」ないとい う。

しかし、 「 (控訴人 らが)住民投票することができる地位が存在する」

のであれば、それは本件基本条例 28条 1項及び 28条 4項から直接導か

れる法的地位であって、1項の要件を満たした場合に 4項において市長に

住民投票の実施を法的に義務付けた場合の、市長の法的義務に対応する

(控訴人らの)法的権利に基づく法的地位にほかならない。これを「反射

的なものに過ぎ」ないとい うことはできないばかりか、そもそも、「反射

的なもの」とい う評価の法的な意味内容が不明であるとい うほかない。

※注 1

さらに、被控訴人 は、 1項第 2段第 2文後半部分 において 「同条項 (本

件基本条例 27条 1項や 28条 4項 )の廃上 によつて市長 に封す る効果が
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な くなった以上、住民投票す ることができる地位 もな くなつた と解す る他

ない」 とい う。

しか し、そ もそ も 「同条項 (本件基本条例 27条 1項や 28条 4項)の

廃上 に よつて市長 に対す る効果がな くなった」とい うためには、ある法令

の改正 (廃止 )は 当該法令 に よつて生 じた効果 を過去 に遡 つて覆滅 させ る

とい う理論 が大前提 になけれ ばな らない ところ、ある法令 の改正 (廃止 )

は当該法令 によつて生 じた効果 を過去に遡 つて覆滅 させ るとい う理論 は、

明 らかに法令不遡及 の原則 に反す るものであつて、お よそ成 り立ちえない。

※注 2

この ことは、地方 自治法上の直接請求のある規定に基づ きその要件 をみ

たす直接請求が有効 にな され 、直接請求に基づ く効果が生 じたのちに、当

該規定が削除によつて改正 された として も、いつたん生 じた直接請求に基

づ く効果 が覆滅す ることはお よそあ りえない ことか らも明 らかである。

※注 3

とすれ ば、「同条項 (本件基本条例 27条 1項や 28条 4項)の廃止 に

よって市長 に姑す る効果がな くなつた」 といえない以上、「住民投票す る

ことがで きる地位 もなくなつた と解す る」こともできない ことは明 らかで

ある。

2 2項 における誤解

まず、被控訴人は、2項第 1段において「控訴人らの請求は前訴の蒸 し

返 しに過ぎない」とか、2項第 3段において「実質的には同一の請求を立

ててきているだけ」とい う。

しかし、控訴人らの請求は実質的当事者訴訟であるところ、前訴は抗告

訴訟であつて、行政事件訴訟法上の訴訟類型が全く異なる。
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この点につ き、行政法学の泰斗である塩野宏東京大学名誉教授 は、20

04(平 成 16)年 行政事件訴訟法改正の立案過程において、次のよ うに

述べている (平成 15年 11月 28日 行政訴訟検討会第 26回 議事概要 )。

「今、国民の権利利益 を どうや って確保 しよ うか、そ して、確認 の道があ

ります よとい うときに、抗告訴訟だ と確認 の道 は狭い とか、当事者訴訟に

なる と広い とかい うことではな くて、とにか く国民の救済 を広 げ られ るよ

うな方 向は何 か とい うことで考 えていただき、それを抗告訴訟 に振 り分け

るか ど うかは、最後の法制的な詰 めがあるが、救済に穴があることになる

と、大変 なことなので、そ こは救済に穴がない よ うにす るのがプ ロの役 目

ではないか とい うことで常々お願 い してい る ところである。」「プロが見

落 としてはいけないのは、国民の包括 的な権利救済 とい う理念だけは常に

頭 に置 いていただきたい。」「それ を使 うか どうかは弁護 士 の力量 と裁判

官の頭 の働 かせ方いかんによる とい うことになる。」

行政法学 を専攻す る春 日修愛知大学教授 は、当事者訴訟 に関す る論考に

おいて、次のよ うに述べ る (「 当事者訴訟の機能 と展開」晃洋書房刊 )

「実質的当事者訴訟 は、主観訴訟た る行政事件訴訟の うちか ら、抗告訴訟

を除いた もの と解す ることができるので、処分以外の行政活動に起因す る

紛争 につ き、実質的 当事者訴訟 で救済 を図るとい う考 えもあ り得たはずで

ある。」 「2004年 行政事件訴訟法改正の立案過程 において、このよう

な発想 が浮上 し、」「処分以外の行政活動 に起因す る私人 の権利利益の侵

害 に対す る救済手段 として、 《 (実質的当事者訴訟 としての)確認訴訟》

が位置づ け られ ることとなつた。」 (前掲春 日著 78買 )。

「2004年 行訴法改正における 《確認訴訟 (当 事者訴訟 )活用論》を実

質化 し、処分以外の行政活動による私人 の権利利益の侵害 に姑す る救済を

拡充す るために」「課題 に答 えてい くことが、現在の行政法学に求め られ

てい るのではないだろ うか」 (前掲春 日著 80頁 )。
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宇賀克也最高裁判所裁判官 (東京大学教授 )は 、令和 4年大法廷判決の

補足意見において、次のよ うに述べ る。

「先般 の司法制度改革では、行政訴訟 を活性化 させ ることが改革 の大 きな

柱の一つ とされた。そ して、平成 16年 法律第 84号 による行政事件訴訟

法の改正においては、同法 4条 に確認 の訴 えを明示す ることによ り、処分

性 のない事案 にお ける救済の受 け皿 として、実質的当事者訴訟 としての確

認 の訴 えの活用 を促す こととされ た」。

以上の各金言か らすれば、前訴 の抗告訴訟 において処分性 が否定 された

以上、処分以外 の行政活動による私人の権利利益の侵害に対す る救済を実

質的当事者訴訟 によつて図ろ うとす るこ とは、む しろ当然 の ことである。

とすれ ば、「控訴人 らの請求は前訴の蒸 し返 し」とか、「実質的には同一

の請求 を立ててきているだけ」とい う被控訴人の言は、はなはだ的外れ な

誤解である といわ ざるを得ない。

次に、被控訴人は、 2項第 2段 において 「令和 4年大法廷判決はすでに

存在 し運用 されてい る国民審査 とい う制度 を在外邦人に対 して も適用す

るよ う求めての訴訟 であ り、本件 とは全 く異なる」 とい う。

しか し、本件 も令和 4年大法廷判決 と同様、すでに存在 し運用 されてい

る (運用 されていた)本件 自治基本条例上の住民投票 とい う制度 を本件住

民投票 に対 して も適用す るよ う求 めての訴訟である。そ して、両者 とも実

質的当事者訴訟であつて審査権や投票権 にかかわる訴訟であることを合

わせ考 えれ ば、む しろ、本件 にも令和 4年大法廷判決の判示す る規範が適

用 され ると解 され なければな らない。 ※注4

とすれ ば、「本件 とは全 く異な る」 とい う被控訴人の言 は、全 くの誤解

であるといわ ざるを得 ない。

さらに、被控訴人は、 2項第 4段 において、本件請求が 「前訴で住民投

票を直接求 めていた ことと矛盾す る」 とか、「違法であることの確認 だけ
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を求めた として も何 らの事案 の解決にもな らない」 とい う。

しか し、繰 り返 し述べ るとお り、塩野宏東京大学名誉教授 、宇賀克也最

高裁判所裁判官 (東京大学教授 )ら による前記 の諸金言 にかんがみれば、

前訴の抗告訴訟 において処分性 が否定 された以上、処分以外 の行政活動 に

よる私人 の権利利益の侵害に対す る救済 を実質的当事者訴訟 によつて図

ろ うとす ることは、む しろ当然のことである。

この点、控訴人 らを含む石垣市の有権者 の 3分の 1以上が本件住民投票

を実施す るよ う請求 していることを無視 し続 け、かた くなに本件住民投票

を実施 しよ うとしない被控訴人 (石垣市長 )の態度 こそが、 日本 国憲法上

の諸原則や石垣市の憲法たる本件 自治基本条例 に著 しく反す るものであ

つて、民主主義の見地か らして大いなる矛盾 をは らんでい る。

以 上

※注 1:国家賠償法上の違法性を論 じる際に 「反射的利益」とい う用語が用いられ

ることがあるが、本件は行政事件訴口′ム`法上の実質的当事者訴訟であつて国家賠償法

上の違法性が問題 となる局面ではないから、被控訴人のい う「反射的なもの」と、

前記の 「反射的利益」とは全 く異なるものである。

※注 2:本件 自治基本条例 28条 1項及び同条 4項 な どを削除す る旨の改正をする

過程における石垣市議会での議論をみても、これ らの規定の廃上によつて石垣市長

が本件住民投票 を実施 しな くともよくなる、な どとい う議論は一切な されていない

(甲 39)。

※注 3:そ もそも、憲法尊重擁護義務 (憲法 99条 )を負 う国会 (議員)が 、憲法

92条の 「地方 自治の本 旨」の重要な一内実である住民 自治を具体化 した地方 自治

法上の直接請求権の諸規定について (憲 法改正手続 を踏むことな しに)こ れ らを廃
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止す ることはお よそあ りえない。国会議員 と同 じく憲法尊重擁護義務 (憲法 99条 )

を負 う石垣市議会 (議員)は、地方 自治法上の直接請求権の諸規定 と同様、憲法 9

2条 の 「地方 自治の本 旨」の重要な一内実である住民 自治を具体化 した本件 自治基

本条例 28条 1項及び同条 4項 を極めて粗雑 な論拠 と手続きによつて (本件 自治基

本条例 43条 に基づ く審議会への諮問な どの必要な手続きを経 ることな く)廃止 し

たものであ り (甲 39参照 )、 このこと自体、憲法の趣 旨に反す る暴挙であるとい う

イまかない。

※注 4:本件 自治基本条例上の住民投票が実際に実施 された例 (運用 された例)と

して、平成 28年 2月 7日 に投票が行われた石垣市庁舎の建設位置について問 うた

めの住民投票がある。 これは、本件 自治基本条例第 27条第 2項 (改 正後の第 28

条 2項 )に基づいてなされたものである (甲 40)。
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